
第１号議案

件 名 栃木県教育委員会事務局組織規程等の一部改正について

提案理由 平成３０年度における教育委員会事務局の組織改編に伴い、栃木県

教育委員会事務局組織規程等について所要の改正を行うものである。



栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正について 

教育委員会事務局総務課 

 

１ 改正の趣旨 

    平成３０年度の教育委員会事務局組織改編に伴い、栃木県教育委員会事務 

局組織規程等について所要の改正をしようとするものである。 

 

２ 改正内容 

   (1) 栃木県教育委員会事務局組織規程 

    ① 第２条関係 

学校教育活動全般の安全・危機管理体制を強化するため、各学校 

への指導・助言・チェック等を一元的に行う学校安全課を設置し、 

課内に、保健・給食担当、学校安全担当、児童・生徒指導担当及び 

福利室を置く。 

      なお、学校安全課の設置に伴い、健康福利課及び学校教育課児童 

生徒指導推進室を廃止する。 

    ② 第５条関係 

    学校安全課の分掌事務として、学校における安全管理及び危機管

理に関する総合企画、総合調整、指導及び助言のほか、学校保健、

学校給食、児童・生徒指導、教職員の福利厚生等の業務を所管する。 

      

  (2) 栃木県教育委員会事務局処務規程 

学校安全課長専決事項として、現在の健康福利課長専決事項のほか、 

学校教育課及びスポーツ振興課が所管している県立学校における学校 

行事等の届出・承認に関する事務を加える。 

  

(3) 栃木県立学校職員安全衛生管理規程 

健康福利課の廃止に伴い、当該規程は学校安全課が所管することとし、 

所要の語句の修正を行う。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 



栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正

○栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月

日

栃
木
県
教
育
委
員
会
教
育
長

宇

田

貞

夫

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
課
、
室
及
び
担
当
）

（
課
、
室
及
び
担
当
）

本
局
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
及
び
室

本
局
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
及
び
室

第
二
条

第
二
条

（
以
下
「
課
及
び
室
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
課
及
び
室

（
以
下
「
課
及
び
室
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
課
及
び
室

の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
担
当
を
置
く
。

の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
担
当
を
置
く
。

課

室

名

担

当

名

課

室

名

担

当

名

略

略

施

設

課

略

施

設

課

略

学

校

安

全

課

保
健
・
給
食
担
当
、
学
校
安
全
担

当
、
児
童
・
生
徒
指
導
担
当

略

略

文

化

財

課

略

文

化

財

課

略

健

康

福

利

課

経
理
担
当
、
厚
生
給
付
担
当
、
保

健
給
食
担
当

２

前
項
に
規
定
す
る
課
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

２

前
項
に
規
定
す
る
課
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
課
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
室
（
以
下
「
課
内
室
」
と

る
課
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
室
（
以
下
「
課
内
室
」
と

い
う
。
）
を
置
く
。

い
う
。
）
を
置
く
。

課

名

室

名

課

名

室

名

総

務

課

略

総

務

課

略

学

校

安

全

課

福
利
室

学

校

教

育

課

学
力
向

学

校

教

育

課

児
童
生
徒
指
導
推
進
室
、
学
力
向

上
推
進
室

上
推
進
室

略

略



（
総
務
課
の
分
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
分
掌
事
務
）

総
務
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

総
務
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

第
三
条

一
～
九

略

一
～
九

略

十

教
育
行
政
に
関
す
る
重
要
施
策
等
の
総
合
企
画
及
び

十

教
育
行
政
に
関
す
る
重
要
施
策
等
の
総
合
企
画
及
び

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

調
整

に
関
す
る
こ
と
。

十
一
～
十
四

略

十
一
～
十
四

略

十
五

人
権
教
育
に
関
す
る
事
務
並
び
に
人
権
教
育
に
関

十
五

人
権
教
育
に
関
す
る
事
務
並
び
に
人
権
教
育
に
関

す
る
事
業
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と

す
る
事
業
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

（
他
の
課
及
び
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

（
他
の
課
及
び
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

く
。
）
。

十
六
～
十
九

略

十
六
～
十
九

略

略

略

第
四
条

第
四
条

（
学
校
安
全
課
の
分
掌
事
務
）

学
校
安
全
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
五
条

る
。

一

保
健
及
び
給
食
の
関
係
職
員
に
対
す
る
指
導
及
び
助

言
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
健
及
び
給
食
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

三

学
校
給
食
の
管
理
及
び
運
営
の
指
導
及
び
助
言
に
関

す
る
こ
と
。

四

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ

と
。

五

学
校
に
お
け
る
安
全
管
理
及
び
危
機
管
理
の
総
合
企

画
及
び
総
合
調
整
並
び
に
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ

と
。

六

学
校
に
お
け
る
安
全
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

七

児
童
・
生
徒
指
導
の
指
針
に
関
す
る
こ
と
。

八

児
童
・
生
徒
指
導
に
係
る
緊
急
課
題
の
対
応
に
関
す

る
こ
と
。

九

福
利
厚
生
の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十

公
立
学
校
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

恩
給
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

事
務
局
等
の
職
員
並
び
に
県
立
学
校
の
幼
児
、
児

童
、
生
徒
及
び
教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

事
務
局
等
及
び
県
立
学
校
の
労
働
安
全
衛
生
に
関

す
る
こ
と
。

十
四

保
健
、
給
食
及
び
福
利
厚
生
の
関
係
団
体
に
関
す

る
こ
と
。

十
五

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
こ
と
。

十
六

そ
の
他
保
健
、
給
食
、
学
校
安
全
及
び
福
利
厚
生

に
関
す
る
こ
と
。

略

略

第
六
条

第
五
条

（
学
校
教
育
課
の
分
掌
事
務
）

（
学
校
教
育
課
の
分
掌
事
務
）

学
校
教
育
課
の
分
掌
事
務
（
特
別
支
援
教
育
室
の

学
校
教
育
課
の
分
掌
事
務
（
特
別
支
援
教
育
室
の

第
七
条

第
六
条

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す



る
。

る
。

一
～
十
二

略

一
～
十
二

略

十
三

学
校
に
お
け
る
安
全
教
育
及
び
安
全
管
理
に
関
す

る
こ
と
。

十
三
～
十
六

略

十
四
～
十
七

略

（
特
別
支
援
教
育
室
の
分
掌
事
務
）

（
特
別
支
援
教
育
室
の
分
掌
事
務
）

特
別
支
援
教
育
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

特
別
支
援
教
育
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

第
八
条

第
七
条

と
す
る
。

と
す
る
。

一

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整

一

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

二
～
九

略

二
～
九

略

～

略

～

略

第
九
条

第
十
一
条

第
八
条

第
十
条

（
健
康
福
利
課
の
分
掌
事
務
）

健
康
福
利
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

第
十
一
条

す
る
。

一

福
利
厚
生
の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
立
学
校
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

三

恩
給
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

四

事
務
局
等
職
員
並
び
に
県
立
学
校
の
幼
児
、
児
童
、

生
徒
及
び
教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

事
務
局
等
及
び
県
立
学
校
の
労
働
安
全
衛
生
に
関
す

る
こ
と
。

六

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ

と
。

七

保
健
及
び
給
食
の
関
係
職
員
に
対
す
る
指
導
及
び
助

言
に
関
す
る
こ
と
。

八

保
健
及
び
給
食
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

九

学
校
給
食
の
管
理
及
び
運
営
の
指
導
及
び
助
言
に
関

す
る
こ
と
。

十

福
利
厚
生
、
保
健
及
び
給
食
の
関
係
団
体
に
関
す
る

こ
と
。

十
一

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
こ
と
。

十
二

そ
の
他
福
利
厚
生
、
保
健
及
び
給
食
に
関
す
る
こ

と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
課
）



○
栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
改
正

栃
木
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

号

本

局

教
育
事
務
所

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月

日

栃
木
県
教
育
委
員
会
教
育
長

宇

田

貞

夫

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
第
五
条
関
係
）

（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
一

別
表
第
一

一

教
育
次
長
、
参
事
、
課
室
長
、
総
括
課
長
補
佐
及
び

一

教
育
次
長
、
参
事
、
課
室
長
、
総
括
課
長
補
佐
及
び

リ
ー
ダ
ー
専
決
事
項

リ
ー
ダ
ー
専
決
事
項

１

略

１

略

２

特
定
専
決
事
項

２

特
定
専
決
事
項

総
務
課
関
係
・
施
設
課
関
係

略

総
務
課
関
係
・
施
設
課
関
係

略

学
校
安
全
課
関
係

教
育
次

学
校
安
全
課
長
専
決

総
括
課

リ

ー

長
専
決

事

項

長
補
佐

ダ
ー
専

事

項

専

決

決
事
項

事

項

一

学
校
保
健
安
全
法

（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
五
十
六
号
）
第

二
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
医
療
費
の
援
助

二

学
校
保
健
安
全
法

施
行
令
（
昭
和
三
十

三
年
政
令
第
百
七
十

四
号
）
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
要

保
護
者
に
準
ず
る
程

度
に
困
窮
し
て
い
る

者
の
認
定

三

県
立
学
校
の
行
事

等
の
承
認
又
は
届
出

の
処
理

四

退
職
手
当
（
知
事

の
承
認
を
要
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
決

定
五

教
育
委
員
会
事
務



局
等
の
職
員
及
び
教

職
員
の
健
康
管
理
に

関
す
る
事
業
の
決
定

六

教
育
委
員
会
事
務

局
等
及
び
県
立
学
校

の
労
働
安
全
衛
生
に

関
す
る
事
業
の
決
定

七

所
属
職
員
を
公
立

学
校
共
済
組
合
の
業

務
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
の
決
定

八

学
校
職
員
の
結
核

検
診
の
実
施
及
び
そ

の
事
後
措
置

九

独
立
行
政
法
人
日

本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ

ン
タ
ー
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
六
十

二
号
）
第
三
十
条
の

規
定
に
よ
る
事
務
の

処
理

教
職
員
課
関
係

略

教
職
員
課
関
係

略

学
校
教
育
課
関
係

学
校
教
育
課
関
係

教
育
次

学
校
教
育
課
長
専
決

総
括
課

リ

ー

教
育
次

学
校
教
育
課
長
専
決

総
括
課

リ

ー

長
専
決

事

項

長
補
佐

ダ
ー
専

長
専
決

事

項

長
補
佐

ダ
ー
専

事

項

専

決

決
事
項

事

項

専

決

決
事
項

事

項

事

項

略

一
～
五

略

略

一
～
五

略

六

県
立
学
校
の
行
事

等
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の

承
認
又
は
届
出
の
処

理

六
～
八

略

七
～
九

略

特
別
支
援
教
育
室
関
係
・
生
涯
学
習
課
関
係

略

特
別
支
援
教
育
室
関
係
・
生
涯
学
習
課
関
係

略

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
関
係

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
関
係

教
育
次

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
専

総
括
課

リ

ー

教
育
次

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
専

総
括
課

リ

ー

長
専
決

決

事

項

長
補
佐

ダ
ー
専

長
専
決

決

事

項

長
補
佐

ダ
ー
専

事

項

専

決

決
事
項

事

項

専

決

決
事
項

事

項

事

項

一

登
山
、
臨
海
学
校

等
の
学
校
行
事
の
承

認



二

海
外
で
実
施
さ
れ

る
運
動
競
技
の
試
合

等
へ
の
参
加
の
承
認

一

略

三

略

文
化
財
課
関
係

略

文
化
財
課
関
係

略

健
康
福
利
課
関
係

教
育
次

健
康
福
利
課
長
専
決

総
括
課

リ

ー

長
専
決

事

項

長
補
佐

ダ
ー
専

事

項

専

決

決
事
項

事

項

一

退
職
手
当
（
知
事

の
承
認
を
要
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
決

定
二

教
育
委
員
会
事
務

局
等
の
職
員
及
び
教

職
員
の
健
康
管
理
に

関
す
る
事
業
の
決
定

三

教
育
委
員
会
事
務

局
等
及
び
県
立
学
校

の
労
働
安
全
衛
生
に

関
す
る
事
業
の
決
定

四

所
属
職
員
を
公
立

学
校
共
済
組
合
の
業

務
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
の
決
定

五

学
校
職
員
の
結
核

検
診
の
実
施
及
び
そ

の
事
後
措
置

六

学
校
保
健
安
全
法

（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
五
十
六
号
）
第

二
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
医
療
費
の
援
助

七

学
校
保
健
安
全
法

施
行
令
（
昭
和
三
十

三
年
政
令
第
百
七
十

四
号
）
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
要

保
護
者
に
準
ず
る
程

度
に
困
窮
し
て
い
る

者
の
認
定

八

独
立
行
政
法
人
日

本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ

ン
タ
ー
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
六
十



二
号
）
第
三
十
条
の

規
定
に
よ
る
事
務
の

処
理

二

略

二

略

（
第
十
二
条
関
係
）

（
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二

別
表
第
二

文
書
記
号
表

文
書
記
号
表

課

所

名

記

号

課

所

名

記

号

略

略

施

設

課

略

施

設

課

略

学

校

安

全

課

学

安

略

略

文

化

財

課

略

文

化

財

課

略

健

康

福

利

課

健

福

略

略

（

1
7

）

（

1
7
）

別
記
様
式
第
１
号

別
記
様
式
第
１
号

第
条
関
係

第
条
関
係

略
略

総
務

課
受

付
学
校
安
全
課
へ
配
付

総
務

課
受

付
健
康
福
利
課
へ
配
付

略
略

略
略

略
略

略
略

（

1
8

）

（

1
8

）

別
記
様
式
第
２
号

別
記
様
式
第
２
号

第
条
関
係

第
条
関
係

略
略

総
務

課
受

付
学
校
安
全
課
へ
配
付

総
務

課
受

付
健
康
福
利
課
へ
配
付

略
略

略
略

略
略

略
略

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
課
）



○
栃
木
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正

栃
木
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

号

県
立
学
校

栃
木
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月

日

栃
木
県
教
育
委
員
会
教
育
長

宇

田

貞

夫

栃
木
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

栃
木
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
十
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
）

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
）

学
校
安
全
課
長
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
職

健
康
福
利
課
長
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
職

第
五
条

第
五
条

務
を
補
佐
し
、
当
該
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
労
働
安
全

務
を
補
佐
し
、
当
該
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
労
働
安
全

衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以

衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
事
由
が
生

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
学
校
給
食
安
全
衛
生
担
当
者
等
）

（
学
校
給
食
安
全
衛
生
担
当
者
等
）

略

略

第
八
条
の
二

第
八
条
の
二

２

学
校
給
食
安
全
衛
生
推
進
者
は
、
学
校
安
全
課
長
が
安

２

学
校
給
食
安
全
衛
生
推
進
者
は
、
健
康
福
利
課
長
が
安

全
衛
生
管
理
事
項
に
係
る
業
務
を
担
当
す
る
た
め
必
要
な

全
衛
生
管
理
事
項
に
係
る
業
務
を
担
当
す
る
た
め
必
要
な

能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す

能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す

る
。

る
。

３

学
校
安
全
課
長
は
、
学
校
給
食
安
全
衛
生
推
進
者
が
欠

３

健
康
福
利
課
長
は
、
学
校
給
食
安
全
衛
生
推
進
者
が
欠

け
た
と
き
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
そ
の
職
務
を

け
た
と
き
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
そ
の
職
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
新
た

行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
新
た

な
学
校
給
食
安
全
衛
生
推
進
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
学
校
給
食
安
全
衛
生
推
進
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

４

学
校
安
全
課
長
は
、
県
立
学
校
の
給
食
調
理
場
に
お
け

４

健
康
福
利
課
長
は
、
県
立
学
校
の
給
食
調
理
場
に
お
け

る
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
職
員

る
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
職
員

の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ

の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
学
校
給
食
安
全
衛
生
担
当
者
）

（
学
校
給
食
安
全
衛
生
担
当
者
）

略

略

第
八
条
の
三

第
八
条
の
三

２

第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
学
校
給

２

第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
学
校
給

食
安
全
衛
生
担
当
者
の
選
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

食
安
全
衛
生
担
当
者
の
選
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
と

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
と

あ
る
の
は
、
「
学
校
安
全
課
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

あ
る
の
は
、
「
健
康
福
利
課
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

（
総
括
安
全
衛
生
委
員
会
）

（
総
括
安
全
衛
生
委
員
会
）

略

略

第
十
一
条

第
十
一
条

２

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
委
員
と

２

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
委
員
と

し
、
当
該
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

し
、
当
該
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

一

略

一

略



二

総
務
課
長
、
施
設
課
長
、
学
校
安
全
課
長
及
び
教
職

二

総
務
課
長
、
施
設
課
長
、
教
職
員
課
長
及
び
健
康
福

員
課
長
の
職
に
あ
る
者

利
課
長
の
職
に
あ
る
者

三
～
五

略

三
～
五

略

３
・
４

略

３
・
４

略

（
庶
務
）

（
庶
務
）

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
の
庶
務
は
、
学
校
安
全

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
の
庶
務
は
、
健
康
福
利

第
十
三
条

第
十
三
条

課
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

課
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
課
）
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